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Ⅰ  民 間 給 与 関 係 等 資 料

令和６年職種別民間給与実態調査の概要

１ 調査の目的と時期 

 この調査は、富山県一般職の職員の給与を検討するため、令和６年４月現在におけ

る民間給与の実態を調査したものである。 

２ 調査機関 

富山県人事委員会及び人事院ほか 

３ 調査の範囲 

(１ ) 調査対象事業所（母集団事業所）

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所635事業所

(２ ) 調査対象職種

76職種（行政職相当職種22職種 その他の職種54職種）

４ 調査対象の抽出 

(１ ) 標本事業所の抽出

上記３の ((１１ ))  に記載した事業所を、産業、規模等により12層に層化し、これらの層 

から人事院において178事業所を無作為に抽出し実地調査を行った。 

調査の完結した事業所は、別表のとおりである。 

(２ ) 従業員の抽出

初任給関係以外の調査職種については、これに該当する従業員が多数に上るとき

は、抽出した従業員について調査を行った。なお、臨時の従業員及び役員は全て除

外した。 

５ 集 計 

(１ ) 調査実人員は、7,955人（うち初任給関係職種434人）であるが、行政職相当の調

査実人員は7,687人（うち初任給関係職種419人）である。なお、調査職種該当者

（母集団）の推定数は、34,191人であり、うち行政職に相当するものは、31,479

人である。 

(２ ) 総計及び平均の算出に際しては、母集団に復元して行った。 
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第１表 職種別、学歴別、企業規模別初任給 

（単位：円） 

職    種 学  歴 

平 均 初 任 給 月 額 

規 模 計 5 0 0 人 以 上 
1 0 0 人 以 上 

5 0 0 人 未 満 
1 0 0 人 未 満 

新 卒 事 務 員 

大学院修士

課 程 修 了 

 

大 学 卒 

 

短 大 卒 

 

高 校 卒 

 
250,365 

 

222,357 

 
192,597 

 
180,769 

 
250,365 

 

221,416 

 
200,631 

 
171,470 

 
- 

 

220,224 

 
189,889 

 
183,607 

 
- 

 

* 

 
- 

 
* 

新 卒 技 術 者 

大学院修士

課 程 修 了 

 

大 学 卒 

 

短 大 卒 

 

高 校 卒 

 
239,615 

 

222,179 

 
198,679 

 
177,816 

 
244,774 

 

227,466 

 
204,406 

 
177,650 

 
228,729 

 

218,512 

 
194,005 

 
179,526 

 
- 

 

208,125 

 
200,000 

 
168,000 

新 卒 事 務 員 ・ 

技 術 者 計 

大学院修士

課 程 修 了 

 

大 学 卒 

 

短 大 卒 

 

高 校 卒 

 
240,562 

 

222,232 

 
197,205 

 
178,489 

 
245,471 

 

225,805 

 
203,810 

 
177,265 

 
228,729 

 

219,066 

 
192,736 

 
181,860 

 
- 

 

226,220 

 
200,000 

 
170,000 

（注）１ 金額は、基本給のほか事業所の従業員に一律に支給される給与を含めた額（採用の

ある事業所の平均）であり、時間外手当、家族手当、通勤手当等、特定の者にのみ支

給される給与は除いている。 

２ 「*」は採用のある事業所が１事業所の場合である。 

 

＜別 表＞ 

産業別・企業規模別調査事業所数 

 

企業規模 

 

産  業 

規模計 

 

3,000人以上 
1,000人以上 

3,000人未満 

500人以上 

1,000人未満 

100人以上 

500人未満 

50人以上 

100人未満 構成比 

産 業 計 

事業所 

164 

％ 

100.0 

事業所 

21 

事業所 

15 

事業所 

18 

事業所 

80 

事業所 

30 

農 業 、 林 

業 、 漁 業 
0 0 0 0 0 0 0 

鉱業、採石業、

砂 利採 取 業 、 

建 設 業 

9 5.5 1 3 1 3 1 

製 造 業 102 62.2 11 6 15 50 20 

電気・ガス・熱

供 給・ 水 道 業 
4 2.4 1 3 0 0 0 

情 報 通 信 ・  

運輸業、郵便業 
23 14.0 5 0 1 13 4 

卸 売・ 小 売 業 10 6.1 1 2 1 5 1 

金融・保険業、 

不動産業、物品

賃 貸 業 

3 1.8 0 1 0 2 0 

教育、学習支援 

業、医療、福祉、 

サ ー ビ ス 業 

13 7.9 2 0 0 7 4 

（注） 「サービス業」に含まれる産業は、日本標準産業大分類の「学術研究，専門・技術サ

ービス業」、「宿泊業，飲食サービス業｣､「生活関連サービス業，娯楽業｣､「複合サー

ビス事業｣及び「サービス業（他に分類されないもの）｣（宗教及び外国公務に分類され

るものを除く。）である。
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第２表　職種別給与額等

公民給与比較の対象職種

企業規模計

(Ａ)

人 歳 円 円 円

支 店 長       5    56.4 728,561   60        728,501   
構成員50人以上の支店（社）の長（取締役兼
任者を除く。）

工 場 長       7    51.9 617,224   0         617,224   
構成員50人以上の工場の長（取締役兼任者を
除く。）

事 務 部 長     187    53.7 614,005   869       613,136   

事 技 術 部 長     179    52.9 638,855   3,014     635,841   

務 事 務 部 次 長      67    51.6 553,017   3,287     549,730   

・ 技 術 部 次 長      67    52.9 581,571   1,207     580,364   

技 事 務 課 長     389    49.0 515,811   6,226     509,585   

術 技 術 課 長     517    49.7 540,203   10,853    529,350   

関 事 務 課 長 代 理     142    47.8 458,097   33,073    425,024   

係 技 術 課 長 代 理     160    48.7 500,441   43,315    457,126   

職 事 務 係 長     482    45.4 423,678   56,162    367,516   

種 技 術 係 長     605    45.4 469,702   72,458    397,244   

事 務 主 任     423    42.3 332,293   32,996    299,297   

技 術 主 任     563    43.0 357,801   47,059    310,742   

事 務 係 員   1,660    38.2 304,211   28,463    275,748   

技 術 係 員   1,815    35.8 344,475   49,661    294,814   

（注）１　「中間職（部長－課長間）」とは、部長と課長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から

　職責が部長と課長の間に位置付けられる者をいう。

２　「中間職（課長－係長間）」とは、課長と係長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から

　職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう。

３　「中間職（係長－係員間）」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から

　職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう。

　

(Ａ)－(Ｂ)うち時間外
手当　(Ｂ)

係の長又は係長級専門職

上記部長に事故等のあるときの職務代行者
職能資格等が上記部の次長と同等と認められ
る部の次長及び部次長級専門職
中間職（部長－課長間）

係長等のいる事業所における主任
係長等のいない事業所における主任のうち、
課長代理以上に直属し、部下を有する者
係長等のいない事業所において、職能資格等
が上記主任と同等と認められる主任
中間職（係長－係員間）

職　種　名
調　査
実人員

平　均
年　齢

令和６年４月分平均支給額

きまって支給する給与
備　　考

２課以上又は構成員20人以上の部の長
職能資格等が上記部の長と同等と認められる
部の長及び部長級専門職
（取締役兼任者を除く。）

２係以上又は構成員10人以上の課の長
職能資格等が上記課の長と同等と認められる
課の長及び課長級専門職

上記課長に事故等のあるときの職務代行者
課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者
課長に直属し部下４人以上を有する者
職能資格等が上記課長代理と同等と認められる
課長代理及び課長代理級専門職
中間職（課長－係長間）

第３表 民間における初任給の改定状況 

（単位：％） 

学

歴 

項 目 

 

企業規模 

新規学卒者

の採用あり 

 

新規学卒者

の採用なし 

初 任 給 の 改 定 状 況 

増  額 据 置 き 減  額 

大

学

卒 

規  模  計 56.2 （86.5） （13.5） （0.0） 43.8 

 

500人以上 96.2 （98.6） （1.4） （0.0） 3.8 

100人以上 

500人未満 
49.5 （69.4） （30.6） （0.0） 50.5 

50人以上 

100人未満 
12.3 （100.0） （0.0） （0.0） 87.7 

高

校

卒 

規  模  計 45.7 （85.5） （14.5） （0.0） 54.3 

 

500人以上 84.0 （100.0） （0.0） （0.0） 16.0 

100人以上 

500人未満 
38.1 （63.3） （36.7） （0.0） 61.9 

50人以上 

100人未満 
6.1 （100.0） （0.0） （0.0） 93.9 

（注）１ 新規学卒者の採用の有無は、企業全体として見た場合の採用状況について集計したものである。 

２ （ ）内は、新規学卒者の採用がある事業所を100とした割合である。  
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職 事 務 係 長     482    45.4 423,678   56,162    367,516   

種 技 術 係 長     605    45.4 469,702   72,458    397,244   

事 務 主 任     423    42.3 332,293   32,996    299,297   

技 術 主 任     563    43.0 357,801   47,059    310,742   

事 務 係 員   1,660    38.2 304,211   28,463    275,748   

技 術 係 員   1,815    35.8 344,475   49,661    294,814   

（注）１　「中間職（部長－課長間）」とは、部長と課長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から

　職責が部長と課長の間に位置付けられる者をいう。

２　「中間職（課長－係長間）」とは、課長と係長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から

　職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう。

３　「中間職（係長－係員間）」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から

　職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう。

　

(Ａ)－(Ｂ)うち時間外
手当　(Ｂ)

係の長又は係長級専門職

上記部長に事故等のあるときの職務代行者
職能資格等が上記部の次長と同等と認められ
る部の次長及び部次長級専門職
中間職（部長－課長間）

係長等のいる事業所における主任
係長等のいない事業所における主任のうち、
課長代理以上に直属し、部下を有する者
係長等のいない事業所において、職能資格等
が上記主任と同等と認められる主任
中間職（係長－係員間）

職　種　名
調　査
実人員

平　均
年　齢

令和６年４月分平均支給額

きまって支給する給与
備　　考

２課以上又は構成員20人以上の部の長
職能資格等が上記部の長と同等と認められる
部の長及び部長級専門職
（取締役兼任者を除く。）

２係以上又は構成員10人以上の課の長
職能資格等が上記課の長と同等と認められる
課の長及び課長級専門職

上記課長に事故等のあるときの職務代行者
課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者
課長に直属し部下４人以上を有する者
職能資格等が上記課長代理と同等と認められる
課長代理及び課長代理級専門職
中間職（課長－係長間）

第３表 民間における初任給の改定状況 

（単位：％） 

学

歴 

項 目 

 

企業規模 

新規学卒者

の採用あり 

 

新規学卒者

の採用なし 

初 任 給 の 改 定 状 況 

増  額 据 置 き 減  額 

大

学

卒 

規  模  計 56.2 （86.5） （13.5） （0.0） 43.8 

 

500人以上 96.2 （98.6） （1.4） （0.0） 3.8 

100人以上 

500人未満 
49.5 （69.4） （30.6） （0.0） 50.5 

50人以上 

100人未満 
12.3 （100.0） （0.0） （0.0） 87.7 

高

校

卒 

規  模  計 45.7 （85.5） （14.5） （0.0） 54.3 

 

500人以上 84.0 （100.0） （0.0） （0.0） 16.0 

100人以上 

500人未満 
38.1 （63.3） （36.7） （0.0） 61.9 

50人以上 

100人未満 
6.1 （100.0） （0.0） （0.0） 93.9 

（注）１ 新規学卒者の採用の有無は、企業全体として見た場合の採用状況について集計したものである。 

２ （ ）内は、新規学卒者の採用がある事業所を100とした割合である。  
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第４表 民間における家族手当の支給状況 

その１ 家族手当の支給状況及び扶養手当の構成別支給月額 

 

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合 

家族手当制度がある 92.7% 

 

配偶者に家族手当を支給する （75.5%） 

子に家族手当を支給する (100.0%) 

家族手当制度がない 7.3% 

扶養家族の 

構 成 別 

支 給 月 額 

配 偶 者 11,133円 

配偶者と子１人 16,852円 

配偶者と子２人 22,117円 

子 １ 人 11,227円 

子 ２ 人 22,154円 

子 ３ 人 33,421円 

（注）１ （ ）内は、家族手当制度がある事業所を100とした割合である。 

２ 「配偶者」、「配偶者と子１人」、「配偶者と子２人」の支給月額は、配偶者に家族手当を

支給し、その支給につき配偶者の収入による制限がある事業所について算出した。 

３ 「子１人」、「子２人」、「子３人」の支給月額は、配偶者に家族手当を支給せず、子に家

族手当を支給する事業所について算出した。 

 

その２ 配偶者に対する家族手当の見直し予定の状況 

 

見 直 し 予 定 の 状 況 事 業 所 割 合 

配偶者に対する家族手当を見直す予定 

又は見直すことについて検討中 
11.6% 

税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの

動向、公務員の見直しの動向等によっては、見直すことを検討 
8.1% 

配偶者に対する家族手当を見直す予定はない 

（検討も行っていない） 
80.3% 

（注） 調査対象は、配偶者に家族手当を支給する事業所である。 

第５表 民間における通勤手当の支給状況 

その１ 在来線を利用する通勤者に対する通勤手当の支給状況 

（単位：％） 

在来線の通勤手

当を支給する 

    

在来線の通勤手

当を支給しない 全額支給 

非課税限度

額（月15万

円）以上 

非課税限度

額（月15万

円）未満 

その他 

96.1 （55.1） （0.7） （33.8） （10.4） 3.9 

（注） （ ）内は在来線の通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。 

 

その２ 新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者に対する特急料金を含む通勤手当の支給状況 

（単位：％） 

特急料金を含む

通勤手当を 

支給する 

    
特急料金を含む

通勤手当を 

支給しない 
全額支給 

非課税限度

額（月15万

円）以上 

非課税限度

額（月15万

円）未満 

その他 

76.0 （57.7） （0.0） （26.1） （16.2） 24.0 

（注）１ 新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者がいる事業所を100とした割合である。 

２ （ ）内は特急料金を含む通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。 

 

 

第６表 民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況 

（単位：％） 

項 目 

企業規模 

係  員 課  長  級 部 長 級（非役員） 

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 

規  模  計 59.4 40.6 56.6 43.4 56.9 43.1 

 

500人以上 52.8 47.2 50.1 49.9 51.0 49.0 

100人以上 

500人未満 
62.7 37.3 60.1 39.9 60.1 39.9 

50人以上 

100人未満 
59.9 40.1 56.9 43.1 56.9 43.1 
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第４表 民間における家族手当の支給状況 

その１ 家族手当の支給状況及び扶養手当の構成別支給月額 

 

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合 

家族手当制度がある 92.7% 

 

配偶者に家族手当を支給する （75.5%） 

子に家族手当を支給する (100.0%) 

家族手当制度がない 7.3% 

扶養家族の 

構 成 別 

支 給 月 額 

配 偶 者 11,133円 

配偶者と子１人 16,852円 

配偶者と子２人 22,117円 

子 １ 人 11,227円 

子 ２ 人 22,154円 

子 ３ 人 33,421円 

（注）１ （ ）内は、家族手当制度がある事業所を100とした割合である。 

２ 「配偶者」、「配偶者と子１人」、「配偶者と子２人」の支給月額は、配偶者に家族手当を

支給し、その支給につき配偶者の収入による制限がある事業所について算出した。 

３ 「子１人」、「子２人」、「子３人」の支給月額は、配偶者に家族手当を支給せず、子に家

族手当を支給する事業所について算出した。 

 

その２ 配偶者に対する家族手当の見直し予定の状況 

 

見 直 し 予 定 の 状 況 事 業 所 割 合 

配偶者に対する家族手当を見直す予定 

又は見直すことについて検討中 
11.6% 

税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの

動向、公務員の見直しの動向等によっては、見直すことを検討 
8.1% 

配偶者に対する家族手当を見直す予定はない 

（検討も行っていない） 
80.3% 

（注） 調査対象は、配偶者に家族手当を支給する事業所である。 

第５表 民間における通勤手当の支給状況 

その１ 在来線を利用する通勤者に対する通勤手当の支給状況 

（単位：％） 

在来線の通勤手

当を支給する 

    

在来線の通勤手

当を支給しない 全額支給 

非課税限度

額（月15万

円）以上 

非課税限度

額（月15万

円）未満 

その他 

96.1 （55.1） （0.7） （33.8） （10.4） 3.9 

（注） （ ）内は在来線の通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。 

 

その２ 新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者に対する特急料金を含む通勤手当の支給状況 

（単位：％） 

特急料金を含む

通勤手当を 

支給する 

    
特急料金を含む

通勤手当を 

支給しない 
全額支給 

非課税限度

額（月15万

円）以上 

非課税限度

額（月15万

円）未満 

その他 

76.0 （57.7） （0.0） （26.1） （16.2） 24.0 

（注）１ 新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者がいる事業所を100とした割合である。 

２ （ ）内は特急料金を含む通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。 

 

 

第６表 民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況 

（単位：％） 

項 目 

企業規模 

係  員 課  長  級 部 長 級（非役員） 

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 

規  模  計 59.4 40.6 56.6 43.4 56.9 43.1 

 

500人以上 52.8 47.2 50.1 49.9 51.0 49.0 

100人以上 

500人未満 
62.7 37.3 60.1 39.9 60.1 39.9 

50人以上 

100人未満 
59.9 40.1 56.9 43.1 56.9 43.1 
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Ⅱ  生 計 費 関 係 資 料 

 

令和６年４月の標準生計費算定方法 

 

 標準生計費は標準的な生活の水準を求めるため、「家計調査」（総務省）等に基づき、次の方

法により費目別、世帯人員別に算定した。 

 

(1) 標準生計費の費目 

  標準生計費は、次の費目に分類して算出しているが、各費目の内容は、それぞれ次に掲げる

 家計調査等の大分類項目に対応する。 

    食  料  費………食料 

    住 居 関 係 費………住居、光熱・水道、家具・家事用品 

    被服・履物費………被服及び履物 

    雑  費  Ⅰ………保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽 

    雑  費  Ⅱ………その他の消費支出（諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金） 

 

(2) 費目別、世帯人員別標準生計費の算定 

  ２人～５人世帯については、家計調査における令和６年４月の費目別平均支出金額（日数を

 365/12日に、世帯人員を４人に調整したもの）に、費目別、世帯人員別生計費換算乗数を乗じ

 て算定した。 

  なお、１人世帯については、人事院の算定した全国の標準生計費を用い、これに富山市の費

 目別平均支出金額を全国の費目別平均支出金額で除したものを乗じて算定した。 

 

  （参考）費目別、世帯人員別生計費換算乗数 

      令和５年１月～12月の家計調査の調査世帯（全国）のうち、有業人員が１人で夫婦

のみ又は夫婦とその子で構成される標準世帯について、世帯人員別に並数階層の費目

別支出金額を求め、これをそれぞれ４人世帯の費目別平均支出金額で除して費目別、

世帯人員別生計費換算乗数を求めた。 

 

 

 

 

費目別、世帯人員別標準生計費 

 

（全 国）                                                               （単位：円） 

      世帯人員

 費 目 
  １  人   ２  人   ３  人   ４  人   ５  人 

 食  料  費 32,960 41,900 54,450 67,010 79,570 

 住 居 関 係 費 45,350 50,820 46,850 42,880 38,910 

 被服・履物費 5,970 5,580 8,510 11,450 14,390 

 雑  費  Ⅰ 24,220 33,210 50,890 68,590 86,280 

 雑  費  Ⅱ 10,610 19,130 24,040 28,960 33,870 

 合    計 119,110 150,640 184,740 218,890 253,020 

 

（富山市）                                                               （単位：円） 

     世帯人員

 費 目 
  １  人   ２  人   ３  人   ４  人   ５  人 

 食  料  費 36,412 

 

46,297 60,165 74,042 87,919 

 住 居 関 係 費 50,316 56,392 51,985 47,578 43,172 

 被服・履物費 5,360 5,009 7,645 10,282 12,919 

 雑  費  Ⅰ 20,070 27,535 42,194 56,865 71,536 

 雑  費  Ⅱ 16,357 29,504 37,078 44,653 52,237 

 合    計 128,515 164,737 199,067 233,420 267,783 
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Ⅱ  生 計 費 関 係 資 料 

 

令和６年４月の標準生計費算定方法 

 

 標準生計費は標準的な生活の水準を求めるため、「家計調査」（総務省）等に基づき、次の方

法により費目別、世帯人員別に算定した。 

 

(1) 標準生計費の費目 

  標準生計費は、次の費目に分類して算出しているが、各費目の内容は、それぞれ次に掲げる

 家計調査等の大分類項目に対応する。 

    食  料  費………食料 

    住 居 関 係 費………住居、光熱・水道、家具・家事用品 

    被服・履物費………被服及び履物 

    雑  費  Ⅰ………保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽 

    雑  費  Ⅱ………その他の消費支出（諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金） 

 

(2) 費目別、世帯人員別標準生計費の算定 

  ２人～５人世帯については、家計調査における令和６年４月の費目別平均支出金額（日数を

 365/12日に、世帯人員を４人に調整したもの）に、費目別、世帯人員別生計費換算乗数を乗じ

 て算定した。 

  なお、１人世帯については、人事院の算定した全国の標準生計費を用い、これに富山市の費

 目別平均支出金額を全国の費目別平均支出金額で除したものを乗じて算定した。 

 

  （参考）費目別、世帯人員別生計費換算乗数 

      令和５年１月～12月の家計調査の調査世帯（全国）のうち、有業人員が１人で夫婦

のみ又は夫婦とその子で構成される標準世帯について、世帯人員別に並数階層の費目

別支出金額を求め、これをそれぞれ４人世帯の費目別平均支出金額で除して費目別、

世帯人員別生計費換算乗数を求めた。 

 

 

 

 

費目別、世帯人員別標準生計費 

 

（全 国）                                                               （単位：円） 

      世帯人員

 費 目 
  １  人   ２  人   ３  人   ４  人   ５  人 

 食  料  費 32,960 41,900 54,450 67,010 79,570 

 住 居 関 係 費 45,350 50,820 46,850 42,880 38,910 

 被服・履物費 5,970 5,580 8,510 11,450 14,390 

 雑  費  Ⅰ 24,220 33,210 50,890 68,590 86,280 

 雑  費  Ⅱ 10,610 19,130 24,040 28,960 33,870 

 合    計 119,110 150,640 184,740 218,890 253,020 

 

（富山市）                                                               （単位：円） 

     世帯人員

 費 目 
  １  人   ２  人   ３  人   ４  人   ５  人 

 食  料  費 36,412 

 

46,297 60,165 74,042 87,919 

 住 居 関 係 費 50,316 56,392 51,985 47,578 43,172 

 被服・履物費 5,360 5,009 7,645 10,282 12,919 

 雑  費  Ⅰ 20,070 27,535 42,194 56,865 71,536 

 雑  費  Ⅱ 16,357 29,504 37,078 44,653 52,237 

 合    計 128,515 164,737 199,067 233,420 267,783 
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Ⅲ   県  職  員  給  与  関  係  等  資  料  

 

令和６年富山県職員給与実態調査の概要  

 

１ 調査の目的と調査時点 

この調査は、富山県職員の給与等の実態を把握し、給与行政の基礎資料を得るため、令和６年４月１

日現在で実施したものである。 

 

２ 調査の対象 

３ 調査の内容 

調査対象職員の適用給料表別人員、級・号給、給料月額及び諸手当等を調査した。 

４ 調査の方法 

集計については、知事政策局デジタル化推進室情報システム課の給与システムを利用した。 

　調査時点に在職する富山県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和32年富山県条例第34号 

以下「給与条例」という。）第１条に規定する職員のうち、非常勤又は臨時的任用でない職員を対象と

して調査を実施した。なお、調査時点において休職中の職員、育児休業の承認を受けている職員、公

益的法人派遣職員、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び定年が段階的に引き上げ

られることに伴い、給与条例附則第25項により給料月額が決定される職員等は調査対象から除外

した。

　また、参考までに単純労務職員（技能労務職員）及び企業職員についても同様に調査をした。 

。
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Ⅲ   県  職  員  給  与  関  係  等  資  料  

 

令和６年富山県職員給与実態調査の概要  

 

１ 調査の目的と調査時点 

この調査は、富山県職員の給与等の実態を把握し、給与行政の基礎資料を得るため、令和６年４月１

日現在で実施したものである。 

 

２ 調査の対象 

３ 調査の内容 

調査対象職員の適用給料表別人員、級・号給、給料月額及び諸手当等を調査した。 

４ 調査の方法 

集計については、知事政策局デジタル化推進室情報システム課の給与システムを利用した。 

　調査時点に在職する富山県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和32年富山県条例第34号 

以下「給与条例」という。）第１条に規定する職員のうち、非常勤又は臨時的任用でない職員を対象と

して調査を実施した。なお、調査時点において休職中の職員、育児休業の承認を受けている職員、公

益的法人派遣職員、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び定年が段階的に引き上げ

られることに伴い、給与条例附則第25項により給料月額が決定される職員等は調査対象から除外

した。

　また、参考までに単純労務職員（技能労務職員）及び企業職員についても同様に調査をした。 

。
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第１表　給料表別人員及び平均年齢

区　分

給 料 表 人　員 平均年齢 人　員 平均年齢 人　員 平均年齢
人 歳 人 歳 人 歳

3,299 42.2 3,300 42.6 △ 1 △ 0.4

1,859 37.7 1,887 37.7 △ 28 0.0

2,302 43.9 2,424 44.3 △ 122 △ 0.4

4,608 40.6 4,758 40.9 △ 150 △ 0.3

218 43.1 219 43.9 △ 1 △ 0.8

167 44.7 163 44.1 4 0.6

357 38.3 357 38.8 0 △ 0.5

623 35.5 644 35.0 △ 21 0.5

13,433 40.9 13,752 41.2 △ 319 △ 0.3

5 56.3 6 56.1 △ 1 0.2

113 41.2 114 42.2 △ 1 △ 1.0

13,551 40.9 13,872 41.2 △ 321 △ 0.3

合　　　計

技能労務職

企業職（１）

総　　　計

教育職（１）

教育職（２）

研　究　職

医療職（１）

医療職（２）

医療職（３）

公　安　職

適　　　　用　　　　人　　　　員　　　　等

令和６年４月（Ａ） 令和５年４月（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

行　政　職

第１表　給料表別人員及び平均年齢

区　分

給 料 表 人　員 平均年齢 人　員 平均年齢 人　員 平均年齢
人 歳 人 歳 人 歳

3,299 42.2 3,300 42.6 △ 1 △ 0.4

1,859 37.7 1,887 37.7 △ 28 0.0

2,302 43.9 2,424 44.3 △ 122 △ 0.4

4,608 40.6 4,758 40.9 △ 150 △ 0.3

218 43.1 219 43.9 △ 1 △ 0.8

167 44.7 163 44.1 4 0.6

357 38.3 357 38.8 0 △ 0.5

623 35.5 644 35.0 △ 21 0.5

13,433 40.9 13,752 41.2 △ 319 △ 0.3

5 56.3 6 56.1 △ 1 0.2

113 41.2 114 42.2 △ 1 △ 1.0

13,551 40.9 13,872 41.2 △ 321 △ 0.3

合　　　計

技能労務職

企業職（１）

総　　　計

教育職（１）

教育職（２）

研　究　職

医療職（１）

医療職（２）

医療職（３）

公　安　職

適　　　　用　　　　人　　　　員　　　　等

令和６年４月（Ａ） 令和５年４月（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

行　政　職
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第１表　給料表別人員及び平均年齢

区　分

給 料 表 人　員 平均年齢 人　員 平均年齢 人　員 平均年齢
人 歳 人 歳 人 歳

3,299 42.2 3,300 42.6 △ 1 △ 0.4

1,859 37.7 1,887 37.7 △ 28 0.0

2,302 43.9 2,424 44.3 △ 122 △ 0.4

4,608 40.6 4,758 40.9 △ 150 △ 0.3

218 43.1 219 43.9 △ 1 △ 0.8

167 44.7 163 44.1 4 0.6

357 38.3 357 38.8 0 △ 0.5

623 35.5 644 35.0 △ 21 0.5

13,433 40.9 13,752 41.2 △ 319 △ 0.3

5 56.3 6 56.1 △ 1 0.2

113 41.2 114 42.2 △ 1 △ 1.0

13,551 40.9 13,872 41.2 △ 321 △ 0.3

合　　　計

技能労務職

企業職（１）

総　　　計

教育職（１）

教育職（２）

研　究　職

医療職（１）

医療職（２）

医療職（３）

公　安　職

適　　　　用　　　　人　　　　員　　　　等

令和６年４月（Ａ） 令和５年４月（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

行　政　職

第２表　給料表別、部局別人員及び給料表別構成比

区　分 　　部　　　　局　　　　別　　　　人　　　　数

教　委 議　会　・ 計

給 料 表 事務局 行委事務局

人 人 人 人 人 人 人 人 ％ ％

2,505 267 115 47 187 178 3,299 24.6 24.3

1,859 1,859 13.8 13.7

9 1 95 2,197 2,302 17.1 17.0

32 4,576 4,608 34.3 34.0

203 15 218 1.6 1.6

167 167 1.2 1.2

351 2 4 357 2.7 2.6

623 623 4.6 4.6

3,858 2,142 242 47 2,386 4,758 13,433 100.0 99.1

 
技

5 5 0.0

 
企

113 113 0.8

3,863 2,142 242 47 2,386 4,758 113 13,551 100.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

28.5 15.8 1.8 0.3 17.6 35.1 0.8 100.0

知事部局 警察本部 高等学校等小・中学校 企業局 給料表別構成比

行　政　職

公　安　職

 教育職（１）

 教育職（２）

研　究　職

 医療職（１）

部局別
構成比

 医療職（２）

 医療職（３）

合　　計

技　能
労務職

企業職
（１）

　　総　計

参

考

第２表　給料表別、部局別人員及び給料表別構成比

区　分 　　部　　　　局　　　　別　　　　人　　　　数

教　委 議　会　・ 計

給 料 表 事務局 行委事務局

人 人 人 人 人 人 人 人 ％ ％

2,505 267 115 47 187 178 3,299 24.6 24.3

1,859 1,859 13.8 13.7

9 1 95 2,197 2,302 17.1 17.0

32 4,576 4,608 34.3 34.0

203 15 218 1.6 1.6

167 167 1.2 1.2

351 2 4 357 2.7 2.6

623 623 4.6 4.6

3,858 2,142 242 47 2,386 4,758 13,433 100.0 99.1

 
技

5 5 0.0

 
企

113 113 0.8

3,863 2,142 242 47 2,386 4,758 113 13,551 100.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

28.5 15.8 1.8 0.3 17.6 35.1 0.8 100.0

知事部局 警察本部 高等学校等小・中学校 企業局 給料表別構成比

行　政　職

公　安　職

 教育職（１）

 教育職（２）

研　究　職

 医療職（１）

部局別
構成比

 医療職（２）

 医療職（３）

合　　計

技　能
労務職

企業職
（１）

　　総　計

参

考
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.
0

3
6
0
.
0

5
1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

0
.
0

企
業

職
(
１

)
1
0
3

9
1
.
2

5
4
.
4

5
4
.
4

1
1
3

1
0
0
.
0

8
8
.
5

1
1
.
5

総
　

　
　

計
1
1
,
4
8
7

8
4
.
8

1
,
0
3
8

7
.
7

1
,
0
2
6

7
.
6

1
3
,
5
5
1

1
0
0
.
0

5
4
.
0

4
6
.
0

　
（

注
）

 
大

学
卒

に
は

修
士

課
程

及
び

博
士

課
程

修
了

者
を

、
短

大
卒

に
は

高
等

専
門

学
校

卒
業

者
を
含
む
。
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第５表　給料表別、部局別給与平均支給額

区　分 ４月に支払われた給与

 給 料 表 部　局

知 事 部 局 2,505 人 323,327 円 7,741 円 7,677 円 5,313 円

警 察 本 部 267 310,843 4,303 7,722 3,688

教 委 事 務 局 115 332,339 6,120 9,753 5,009

議 会 ・ 行 委 事 務 局 47 351,274 7,783 10,905 1,500

高 等 学 校 等 187 317,929 3,297 4,076 3,496

小 ・ 中 学 校 178 304,361 2,784 3,534 2,194

計 3,299 321,700 6,887 7,372 4,845

公　安　職 警 察 本 部 1,859 324,089 10,947 6,313 2,835

高 等 学 校 等 2,197 376,110 6,529 4,893 5,027

教 委 事 務 局 等 105 422,810 12,357 12,486 3,790

計 2,302 378,240 6,795 5,239 4,971

中 学 校 1,680 362,248 6,781 4,090 4,540

小 学 校 2,896 352,143 5,649 4,275 3,863

教 委 事 務 局 等 32 420,666 13,956 11,467 1,578

計 4,608 356,303 6,120 4,257 4,094

知 事 部 局 203 380,900 7,633 3,287 6,914

警 察 本 部 15 336,613 13,993 10,684 8,567

計 218 377,853 8,071 3,796 7,028

医 療 職(１) 知 事 部 局 167 475,893 14,130 81,216 10,422

知 事 部 局 351 304,601 4,812 4,827 5,014

高 等 学 校 等 2 325,450 0 5,826 14,000

中 学 校 2 293,500 7,600 6,029 0

小 学 校 2 285,950 7,600 5,597 0

計 357 304,551 4,816 4,843 5,008

医 療 職(３) 知 事 部 局 623 298,613 4,231 9,118 8,161

13,433 344,892 7,101 6,665 4,594

技能労務職 知 事 部 局 5 289,340 5,040 3,665 0

企 業 職(１) 企 業 局 113 322,371 9,953 8,098 6,123

13,551 344,683 7,124 6,676 4,605

(注)１　給料には、調整額及び教職調整額を含む。

　　２　単身赴任手当は、基礎額のみ。寒冷地手当は、令和６年11月から令和７年３月までの総支給見込額の12分        

　　３　職員には、このほか特殊勤務手当（産業教育手当及び農林漁業普及指導手当を含む。）、通勤手当及び義         

総     　計　

教 育 職(２)

合    　計　

職　員　数

行　政　職

教 育 職(１)

研　究　職

医 療 職(２)

職　　　　　員　　　　　一　　　　　人　　                           　　　   　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　

給　　料 扶養手当 地域手当 住居手当

180 円 11,271 円 317 円 0 円 228 円 円 円

0 2,822 0 0 0

0 12,726 0 0 0

0 21,649 0 0 0

0 2,816 0 126 0

0 0 0 132 0

137 9,698 241 14 173 58 351,125

0 3,005 204 0 1,759 35 349,187

0 4,177 0 257 0

0 17,502 0 0 0

0 4,785 0 245 0 27 400,302

0 5,562 0 471 0

0 6,156 0 162 0

0 24,434 0 0 0

0 6,066 0 273 0 111 377,224

473 17,051 0 0 0

0 5,520 0 0 0

440 16,257 0 0 0 0 413,445

243,503 17,574 0 0 0 0 842,738

2,034 5,189 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,000 5,101 0 0 0 0 326,319

0 1,088 0 0 0 0 321,211

3,121 6,367 87 139 286 62 373,314

0 0 0 0 0 0 298,045

0 12,231 0 0 0 93 358,869

3,094 6,413 87 138 283 62 373,165

分の１       とした。

義務        教育等教員特別手当等が支給されている。

初 任 給
調整手当

寒冷地手当 合　　計

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　                           　　　   当　　　　　た　　　　　り　　　　　の　　　　　平　　　　　均　　　　　額

管理職手当
特　　地
勤務手当

へき地手当
単身赴任
手　　当
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第５表　給料表別、部局別給与平均支給額

区　分 ４月に支払われた給与

 給 料 表 部　局

知 事 部 局 2,505 人 323,327 円 7,741 円 7,677 円 5,313 円

警 察 本 部 267 310,843 4,303 7,722 3,688

教 委 事 務 局 115 332,339 6,120 9,753 5,009

議 会 ・ 行 委 事 務 局 47 351,274 7,783 10,905 1,500

高 等 学 校 等 187 317,929 3,297 4,076 3,496

小 ・ 中 学 校 178 304,361 2,784 3,534 2,194

計 3,299 321,700 6,887 7,372 4,845

公　安　職 警 察 本 部 1,859 324,089 10,947 6,313 2,835

高 等 学 校 等 2,197 376,110 6,529 4,893 5,027

教 委 事 務 局 等 105 422,810 12,357 12,486 3,790

計 2,302 378,240 6,795 5,239 4,971

中 学 校 1,680 362,248 6,781 4,090 4,540

小 学 校 2,896 352,143 5,649 4,275 3,863

教 委 事 務 局 等 32 420,666 13,956 11,467 1,578

計 4,608 356,303 6,120 4,257 4,094

知 事 部 局 203 380,900 7,633 3,287 6,914

警 察 本 部 15 336,613 13,993 10,684 8,567

計 218 377,853 8,071 3,796 7,028

医 療 職(１) 知 事 部 局 167 475,893 14,130 81,216 10,422

知 事 部 局 351 304,601 4,812 4,827 5,014

高 等 学 校 等 2 325,450 0 5,826 14,000

中 学 校 2 293,500 7,600 6,029 0

小 学 校 2 285,950 7,600 5,597 0

計 357 304,551 4,816 4,843 5,008

医 療 職(３) 知 事 部 局 623 298,613 4,231 9,118 8,161

13,433 344,892 7,101 6,665 4,594

技能労務職 知 事 部 局 5 289,340 5,040 3,665 0

企 業 職(１) 企 業 局 113 322,371 9,953 8,098 6,123

13,551 344,683 7,124 6,676 4,605

(注)１　給料には、調整額及び教職調整額を含む。

　　２　単身赴任手当は、基礎額のみ。寒冷地手当は、令和６年11月から令和７年３月までの総支給見込額の12分        

　　３　職員には、このほか特殊勤務手当（産業教育手当及び農林漁業普及指導手当を含む。）、通勤手当及び義         

総     　計　

教 育 職(２)

合    　計　

職　員　数

行　政　職

教 育 職(１)

研　究　職

医 療 職(２)

職　　　　　員　　　　　一　　　　　人　　                           　　　   　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　

給　　料 扶養手当 地域手当 住居手当

180 円 11,271 円 317 円 0 円 228 円 円 円

0 2,822 0 0 0

0 12,726 0 0 0

0 21,649 0 0 0

0 2,816 0 126 0

0 0 0 132 0

137 9,698 241 14 173 58 351,125

0 3,005 204 0 1,759 35 349,187

0 4,177 0 257 0

0 17,502 0 0 0

0 4,785 0 245 0 27 400,302

0 5,562 0 471 0

0 6,156 0 162 0

0 24,434 0 0 0

0 6,066 0 273 0 111 377,224

473 17,051 0 0 0

0 5,520 0 0 0

440 16,257 0 0 0 0 413,445

243,503 17,574 0 0 0 0 842,738

2,034 5,189 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,000 5,101 0 0 0 0 326,319

0 1,088 0 0 0 0 321,211

3,121 6,367 87 139 286 62 373,314

0 0 0 0 0 0 298,045

0 12,231 0 0 0 93 358,869

3,094 6,413 87 138 283 62 373,165

分の１       とした。

義務        教育等教員特別手当等が支給されている。

初 任 給
調整手当

寒冷地手当 合　　計

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　                           　　　   当　　　　　た　　　　　り　　　　　の　　　　　平　　　　　均　　　　　額

管理職手当
特　　地
勤務手当

へき地手当
単身赴任
手　　当

分の１とした。

義務教育等教員特別手当等が支給されている。
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第６表　職員の扶養手当の支給状況

区　分 

扶養手当

を受ける 扶養手当

職　　員 受給職員

 給 料 表 での平均

人 人 人 人 人 人 人

行　政　職 1,131 349 1,673 55 2,077 1.84 0.63

公　安　職 968 440 1,578 17 2,035 2.10 1.09

教育職(１) 775 188 1,188 58 1,434 1.85 0.62

教育職(２) 1,392 350 2,256 46 2,652 1.91 0.58

研　究　職 92 30 135 4 169 1.84 0.78

医療職(１) 96 25 188 0 213 2.22 1.28

医療職(２) 90 17 141 5 163 1.81 0.46

医療職(３) 121 10 216 12 238 1.97 0.38

合　　　計 4,665 1,409 7,375 197 8,981 1.93 0.67

技能労務職 1 0 2 0 2 2.00 0.40

企業職(１) 57 16 84 3 103 1.81 0.91

総　　　計 4,723 1,425 7,461 200 9,086 1.92 0.67

（注）　この表でいう扶養親族とは、扶養手当の支給対象となっているものをいう。

扶　養　対　象　別　内　訳
平均扶養親族数

配 偶 者 子の人数
 父母等の
人　　数

計 全 職 員
での平均

第６表　職員の扶養手当の支給状況

区　分 

扶養手当

を受ける 扶養手当

職　　員 受給職員

 給 料 表 での平均

人 人 人 人 人 人 人

行　政　職 1,131 349 1,673 55 2,077 1.84 0.63

公　安　職 968 440 1,578 17 2,035 2.10 1.09

教育職(１) 775 188 1,188 58 1,434 1.85 0.62

教育職(２) 1,392 350 2,256 46 2,652 1.91 0.58

研　究　職 92 30 135 4 169 1.84 0.78

医療職(１) 96 25 188 0 213 2.22 1.28

医療職(２) 90 17 141 5 163 1.81 0.46

医療職(３) 121 10 216 12 238 1.97 0.38

合　　　計 4,665 1,409 7,375 197 8,981 1.93 0.67

技能労務職 1 0 2 0 2 2.00 0.40

企業職(１) 57 16 84 3 103 1.81 0.91

総　　　計 4,723 1,425 7,461 200 9,086 1.92 0.67

（注）　この表でいう扶養親族とは、扶養手当の支給対象となっているものをいう。

扶　養　対　象　別　内　訳
平均扶養親族数

配 偶 者 子の人数
 父母等の
人　　数

計 全 職 員
での平均
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第６表　職員の扶養手当の支給状況

区　分 

扶養手当

を受ける 扶養手当

職　　員 受給職員

 給 料 表 での平均

人 人 人 人 人 人 人

行　政　職 1,131 349 1,673 55 2,077 1.84 0.63

公　安　職 968 440 1,578 17 2,035 2.10 1.09

教育職(１) 775 188 1,188 58 1,434 1.85 0.62

教育職(２) 1,392 350 2,256 46 2,652 1.91 0.58

研　究　職 92 30 135 4 169 1.84 0.78

医療職(１) 96 25 188 0 213 2.22 1.28

医療職(２) 90 17 141 5 163 1.81 0.46

医療職(３) 121 10 216 12 238 1.97 0.38

合　　　計 4,665 1,409 7,375 197 8,981 1.93 0.67

技能労務職 1 0 2 0 2 2.00 0.40

企業職(１) 57 16 84 3 103 1.81 0.91

総　　　計 4,723 1,425 7,461 200 9,086 1.92 0.67

（注）　この表でいう扶養親族とは、扶養手当の支給対象となっているものをいう。

扶　養　対　象　別　内　訳
平均扶養親族数

配 偶 者 子の人数
 父母等の
人　　数

計 全 職 員
での平均

第７表　職員の管理職手当の支給状況

本庁
部長

理事
本庁
次長

参事
本庁
課長

主幹

人 人 人 人 人 人 人 人 人

26 14 92 29 356 266 327 271 1,381 61,931

(注) 技能労務職・企業職(1)を除く。

第８表　職員の単身赴任手当の支給状況

　　　区分
　　　

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 円

116 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 128 31,438

(注) 技能労務職・企業職(1)を除く。

第９表　職員の地域手当の支給状況

人 人 人 人 人

13,433 18 171 7,037 6,207

(100.0%) (0.1%) (1.3%) (52.4%) (46.2%)

円 円 円 円 円

6,665 76,264 80,757 10,566 0

(注)１　技能労務職・企業職(1)を除く。

    ２　２級地及び３級地には、医師等を含む。

第10表　職員の寒冷地手当の支給状況

(注) 技能労務職・企業職(1)を除く。

人 人 人 人 円

61 45 61 167 11,939

平均手当月額

世帯等の区分

合計
手 当 受 給 者
１ 人 当 た り
平 均 手 当 月 額

世帯主である職員

その他の職員扶 養 親 族
の あ る 職 員

そ の 他 の 世 帯 主
で あ る 職 員

非支給地

700km以上
900km未満

900km以上
1,100km未満

人員

（構成比）

受給者

　 　　 支給区分

区　　分

計 １級地 ２級地及び３級地 ７級地

1,100km以上
1,300km未満

1,300km以上
1,500km未満

1,500km以上
2,000km未満

2,000km以上
2,500km未満

円

受給者

職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離

受給者計
2,500km以上

手 当 受 給 者
１ 人 当 た り
平均手当月額

100km未満
100km以上
300km未満

300km以上
500km未満

500km以上
700km未満

６種 ７種 ８種

受給者計
手 当 受 給 者
１ 人 当 た り
平 均 手 当 月 額

主な職務 県立学校事務部長等

区　　分
(支給割合)

１種 ２種 ３種 ４種 ５種

第７表　職員の管理職手当の支給状況

第８表　職員の単身赴任手当の支給状況

第９表　職員の地域手当の支給状況

第10表　職員の寒冷地手当の支給状況
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第11表　職員の住居手当の支給状況
その１　住居手当受給職員数

区　分 配偶者の

非受給者 借家・借間 合　　計 居住する

給 料 表 （A） （B） 借家・借間

人 人 人 ％ 人

行　政　職 2,680 619 3,299 18.8 2

公　安　職 1,651 208 1,859 11.2 6

教育職(１) 1,859 443 2,302 19.2

教育職(２) 3,874 734 4,608 15.9

研　究　職 157 61 218 28.0

医療職(１) 102 65 167 38.9

医療職(２) 286 71 357 19.9

医療職(３) 430 193 623 31.0

合　　　計 11,039 2,394 13,433 17.8 8

技能労務職 5 0 5 0.0

企業職(１) 86 27 113 23.9

総　　　計 11,130 2,421 13,551 17.9 8

受 給 割 合
（A）/（B）

その２　借家・借間居住者に対する住居手当の支給状況

職　 員　 数

　支　給　額　   技能労務職・ 全 体 職 員 数

 企業職(1)を 構 成 比

除く。　　

円 円 人 人 ％

1 ～ 999 0  0 　　　 ―

1,000 ～ 1,999 0  0 　　　 ―

2,000 ～ 2,999 1  1 0.0

3,000 ～ 3,999 0  0 　　　 ―

4,000 ～ 4,999 0  0 　　　 ―

5,000 ～ 5,999 0  0 　　　 ―

6,000 ～ 6,999 0  0 　　　 ―

7,000 ～ 7,999 0  0 　　　 ―

8,000 ～ 8,999 1  1 0.0

9,000 ～ 9,999 1  1 0.0

10,000 ～ 10,999 2  2 0.1

11,000 ～ 11,999 3  3 0.1

12,000 ～ 12,999 7  7 0.3

13,000 ～ 13,999 7  7 0.3

14,000 ～ 14,999 19  19 0.8

15,000 ～ 15,999 4  4 0.2

16,000 ～ 16,999 15  15 0.6

17,000 ～ 17,999 34  35 1.4

18,000 ～ 18,999 16  16 0.7

19,000 ～ 19,999 50  50 2.1

20,000 ～ 20,999 44  45 1.9

21,000 ～ 21,999 66  66 2.7

22,000 ～ 22,999 83  86 3.6

23,000 ～ 23,999 119  120 5.0

24,000 ～ 24,999 205  207 8.6

25,000 ～ 25,999 159  163 6.7

26,000 ～ 26,999 196  199 8.2

27,000 ～ 27,999 219  220 9.1

28,000 1,143 1,154 47.7

計 2,394  2,421 100.0

第11表　職員の住居手当の支給状況
その１　住居手当受給職員数

区　分 配偶者の

非受給者 借家・借間 合　　計 居住する

給 料 表 （A） （B） 借家・借間

人 人 人 ％ 人

行　政　職 2,680 619 3,299 18.8 2

公　安　職 1,651 208 1,859 11.2 6

教育職(１) 1,859 443 2,302 19.2

教育職(２) 3,874 734 4,608 15.9

研　究　職 157 61 218 28.0

医療職(１) 102 65 167 38.9

医療職(２) 286 71 357 19.9

医療職(３) 430 193 623 31.0

合　　　計 11,039 2,394 13,433 17.8 8

技能労務職 5 0 5 0.0

企業職(１) 86 27 113 23.9

総　　　計 11,130 2,421 13,551 17.9 8

受 給 割 合
（A）/（B）
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第11表　職員の住居手当の支給状況
その１　住居手当受給職員数

区　分 配偶者の

非受給者 借家・借間 合　　計 居住する

給 料 表 （A） （B） 借家・借間

人 人 人 ％ 人

行　政　職 2,680 619 3,299 18.8 2

公　安　職 1,651 208 1,859 11.2 6

教育職(１) 1,859 443 2,302 19.2

教育職(２) 3,874 734 4,608 15.9

研　究　職 157 61 218 28.0

医療職(１) 102 65 167 38.9

医療職(２) 286 71 357 19.9

医療職(３) 430 193 623 31.0

合　　　計 11,039 2,394 13,433 17.8 8

技能労務職 5 0 5 0.0

企業職(１) 86 27 113 23.9

総　　　計 11,130 2,421 13,551 17.9 8

受 給 割 合
（A）/（B）

その２　借家・借間居住者に対する住居手当の支給状況

職　 員　 数

　支　給　額　   技能労務職・ 全 体 職 員 数

 企業職(1)を 構 成 比

除く。　　

円 円 人 人 ％

1 ～ 999 0  0 　　　 ―

1,000 ～ 1,999 0  0 　　　 ―

2,000 ～ 2,999 1  1 0.0

3,000 ～ 3,999 0  0 　　　 ―

4,000 ～ 4,999 0  0 　　　 ―

5,000 ～ 5,999 0  0 　　　 ―

6,000 ～ 6,999 0  0 　　　 ―

7,000 ～ 7,999 0  0 　　　 ―

8,000 ～ 8,999 1  1 0.0

9,000 ～ 9,999 1  1 0.0

10,000 ～ 10,999 2  2 0.1

11,000 ～ 11,999 3  3 0.1

12,000 ～ 12,999 7  7 0.3

13,000 ～ 13,999 7  7 0.3

14,000 ～ 14,999 19  19 0.8

15,000 ～ 15,999 4  4 0.2

16,000 ～ 16,999 15  15 0.6

17,000 ～ 17,999 34  35 1.4

18,000 ～ 18,999 16  16 0.7

19,000 ～ 19,999 50  50 2.1

20,000 ～ 20,999 44  45 1.9

21,000 ～ 21,999 66  66 2.7

22,000 ～ 22,999 83  86 3.6

23,000 ～ 23,999 119  120 5.0

24,000 ～ 24,999 205  207 8.6

25,000 ～ 25,999 159  163 6.7

26,000 ～ 26,999 196  199 8.2

27,000 ～ 27,999 219  220 9.1

28,000 1,143 1,154 47.7

計 2,394  2,421 100.0
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第12表　給料表別、級別、号給別人員分布

行政職給料表
級 　１級　 　２級　 　３級　 　４級　 　５級　 　６級　 　７級　 　８級　 　９級　 　10級　

号給
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1 1 2 1 1
2 1
3
4 1
5 1
6
7 1 1
8 3 1 2
9 9 1 2 2 1
10 73 1 1
11 2 3 2
12 3 6 2 1
13 1 1 6 4
14 66 7 1 2
15 3 7 6
16 9 17 13 4
17 12 6 3 1
18 1 57 21 2
19 1 5 2
20 10 22 25 1
21 3 14 1
22 1 52 12 3
23 8 6 1
24 20 25 24 2
25 56 4 8 2
26 7 44 25 1 1
27 4 13
28 27 27 32 1 1
29 90 4 6 1 4
30 5 37 26 1 1
31 1 1 9 1 8
32 85 27 27 1 6
33 3 7 3 16
34 7 3 24 3 1 4
35 3 1 6 9 1
36 77 1 19 15 1
37 5 9 6 1 1
38 8 2 17 20
39 7 6 6 1
40 10 1 13 16
41 1 5 9
42 2 1 28 9 1
43 1 9 7 1
44 1 16 12 1
45 11 10 1
46 1 23 16 1 1
47 6 7 1 4
48 14 16 3 1
49 4 12 2
50 1 8 12 2 4
51 5 4 10
52 10 1 8
53 8 6 24
54 14 1 21
55 12 9 15
56 1 10 2 8
57 16 2 4
58 7 7 12
59 1 19 10 16
60 6 8 10
61 11 10 18 1
62 1 9 12 13
63 7 11 10
64 10 18 15
65 10 10 8
66 1 6 11 8
67 15 8 7
68 5 22 9
69 1 23 7 11
70 1 23 8
71 8 9 13
72 5 26 4
73 6 6 5
74 3 33 8
75 5 11 4
76 3 30 13
77 30 18 5
78 2 1 21 7
79 1 29 5
80 1 19 5
81 3 19 5
82 30 4
83 1 27 3
84 1 18 3

級 　１級　 　２級　 　３級　 　４級　 　５級　 　６級　 　７級　 　８級　 　９級　 　10級　

号給

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
85 1 1 25 15
86 1 20
87 1 2 1 23
88 2 21
89 14
90 21
91 17
92 1 4 24
93 14 208
94
95
96 1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
計 469 510 528 487 864 349 40 19 31 2

 3,299人適用職員数

第12表　給料表別、級別、号級別人員分布
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第12表　給料表別、級別、号給別人員分布

行政職給料表
級 　１級　 　２級　 　３級　 　４級　 　５級　 　６級　 　７級　 　８級　 　９級　 　10級　

号給
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1 1 2 1 1
2 1
3
4 1
5 1
6
7 1 1
8 3 1 2
9 9 1 2 2 1
10 73 1 1
11 2 3 2
12 3 6 2 1
13 1 1 6 4
14 66 7 1 2
15 3 7 6
16 9 17 13 4
17 12 6 3 1
18 1 57 21 2
19 1 5 2
20 10 22 25 1
21 3 14 1
22 1 52 12 3
23 8 6 1
24 20 25 24 2
25 56 4 8 2
26 7 44 25 1 1
27 4 13
28 27 27 32 1 1
29 90 4 6 1 4
30 5 37 26 1 1
31 1 1 9 1 8
32 85 27 27 1 6
33 3 7 3 16
34 7 3 24 3 1 4
35 3 1 6 9 1
36 77 1 19 15 1
37 5 9 6 1 1
38 8 2 17 20
39 7 6 6 1
40 10 1 13 16
41 1 5 9
42 2 1 28 9 1
43 1 9 7 1
44 1 16 12 1
45 11 10 1
46 1 23 16 1 1
47 6 7 1 4
48 14 16 3 1
49 4 12 2
50 1 8 12 2 4
51 5 4 10
52 10 1 8
53 8 6 24
54 14 1 21
55 12 9 15
56 1 10 2 8
57 16 2 4
58 7 7 12
59 1 19 10 16
60 6 8 10
61 11 10 18 1
62 1 9 12 13
63 7 11 10
64 10 18 15
65 10 10 8
66 1 6 11 8
67 15 8 7
68 5 22 9
69 1 23 7 11
70 1 23 8
71 8 9 13
72 5 26 4
73 6 6 5
74 3 33 8
75 5 11 4
76 3 30 13
77 30 18 5
78 2 1 21 7
79 1 29 5
80 1 19 5
81 3 19 5
82 30 4
83 1 27 3
84 1 18 3

級 　１級　 　２級　 　３級　 　４級　 　５級　 　６級　 　７級　 　８級　 　９級　 　10級　

号給

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
85 1 1 25 15
86 1 20
87 1 2 1 23
88 2 21
89 14
90 21
91 17
92 1 4 24
93 14 208
94
95
96 1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
計 469 510 528 487 864 349 40 19 31 2

 3,299人適用職員数



－ 26 －

公安職給料表
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給
人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7 24
8
9
10 24
11 4
12 1
13
14 21
15 3
16 2
17
18 14
19 5
20 1
21
22 25 12
23
24 7 26
25 38 5
26 11 12
27
28 26 24 1
29 3 4
30 11 11 1 3
31 2 2 1 1 3
32 2 22 1 1 3
33 3 1
34 2 13 1
35 3
36 24 1 1 1
37 8 1 1
38 1 19 1 5 2
39 2 2 1
40 1 23 1 2 2
41 3 7 3 1
42 15 15 2 1
43 1 7 7 4 1
44 2 25 20 3 4
45 5 8 2 2 8 1
46 1 19 14 3 1
47 5 6 1
48 12 15 3 1 1
49 2 5 9 1 7
50 14 19 2 3 1
51 4 5 3 3
52 1 30 26 2 1 3
53 5 2 6
54 1 13 4 6 3
55 1 7 6 1 7 1
56 2 18 4 3
57 10 4 2 1 1
58 9 5 3 2
59 12 7 2 1 2
60 6 9 3
61 1 5 1 2 4
62 20 9 3 2
63 8 6 9 1 1
64 19 9 6 1
65 4 2 1 1 2
66 8 10 7 1
67 9 3 3 1 4
68 13 6 14
69 10 3 13 1
70 12 9 5 1
71 3 8 3
72 8 9 10 2
73 1 2 8 10 3
74 12 4 7 3
75 1 3 1 1
76 11 6 11 4
77 5 8 4 2
78 12 12 3 2
79 2 11 3 1
80 7 6 4 3
81 2 10 5
82 2 4 5
83 2 14 2 10
84 3 5 9 2

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給

人 人 人 人 人 人 人 人 人
85 2 7 4 1 1
86 6 2 2 1
87 2 6 4 4
88 1 7 5 1
89 8 4 1
90 6 8 1
91 3 3 4 3
92 2 3 8 1
93 2 43 9
94 1
95 1 6
96 1 4
97 2
98 3 3
99 1
100 7
101 4
102 2 2
103 2 1
104 3
105 6
106 5
107 1
108 4
109 2
110 2 4
111 4
112 1 1
113 1
114 7
115 2
116 3
117 5
118 1 3
119 1
120
121 1
122 2
123 3
124
125 28
126
127
128
129
130
131 1
132 1
133 1
134 2
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

　計　 241 359 460 404 266 59 43 15 12

適用職員数  1,859人
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公安職給料表
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給
人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7 24
8
9
10 24
11 4
12 1
13
14 21
15 3
16 2
17
18 14
19 5
20 1
21
22 25 12
23
24 7 26
25 38 5
26 11 12
27
28 26 24 1
29 3 4
30 11 11 1 3
31 2 2 1 1 3
32 2 22 1 1 3
33 3 1
34 2 13 1
35 3
36 24 1 1 1
37 8 1 1
38 1 19 1 5 2
39 2 2 1
40 1 23 1 2 2
41 3 7 3 1
42 15 15 2 1
43 1 7 7 4 1
44 2 25 20 3 4
45 5 8 2 2 8 1
46 1 19 14 3 1
47 5 6 1
48 12 15 3 1 1
49 2 5 9 1 7
50 14 19 2 3 1
51 4 5 3 3
52 1 30 26 2 1 3
53 5 2 6
54 1 13 4 6 3
55 1 7 6 1 7 1
56 2 18 4 3
57 10 4 2 1 1
58 9 5 3 2
59 12 7 2 1 2
60 6 9 3
61 1 5 1 2 4
62 20 9 3 2
63 8 6 9 1 1
64 19 9 6 1
65 4 2 1 1 2
66 8 10 7 1
67 9 3 3 1 4
68 13 6 14
69 10 3 13 1
70 12 9 5 1
71 3 8 3
72 8 9 10 2
73 1 2 8 10 3
74 12 4 7 3
75 1 3 1 1
76 11 6 11 4
77 5 8 4 2
78 12 12 3 2
79 2 11 3 1
80 7 6 4 3
81 2 10 5
82 2 4 5
83 2 14 2 10
84 3 5 9 2

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給

人 人 人 人 人 人 人 人 人
85 2 7 4 1 1
86 6 2 2 1
87 2 6 4 4
88 1 7 5 1
89 8 4 1
90 6 8 1
91 3 3 4 3
92 2 3 8 1
93 2 43 9
94 1
95 1 6
96 1 4
97 2
98 3 3
99 1
100 7
101 4
102 2 2
103 2 1
104 3
105 6
106 5
107 1
108 4
109 2
110 2 4
111 4
112 1 1
113 1
114 7
115 2
116 3
117 5
118 1 3
119 1
120
121 1
122 2
123 3
124
125 28
126
127
128
129
130
131 1
132 1
133 1
134 2
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

　計　 241 359 460 404 266 59 43 15 12

適用職員数  1,859人
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教育職給料表(１)
級 １級 ２級 ３級 ４級

号給
人 人 人 人 

1 1
2
3
4
5 32
6 6
7
8 34
9 3
10 6
11
12 43
13 3
14 7
15 5
16 35
17 7
18 7
19 2
20 33
21 4
22 3
23 3 2
24 31
25 3 5 4
26 4 3
27 6 3
28 1 14 4
29 4 4 10
30 1 20 6
31 11 10
32 2 23 5
33 2 6 1
34 28 2
35 1 5
36 15 4
37 3 3 16
38 36
39 7
40 11
41 1 7
42 26
43 1 7
44 17
45 12
46 1 30
47 4
48 8
49 1 10
50 19
51 7
52 17
53 1 13
54 13
55 8 1
56 1 15
57 7 2
58 11
59 10 12
60 2 21 24
61 1 5 12
62 16 3
63 1 5 10
64 4 23 6
65 1 5 16
66 13 9
67 11 6
68 13 5
69 3 13 6
70 8 1
71 2 17 6
72 2 14
73 1 8 5
74 1 14 1
75 11 3
76 1 18
77 1 11 4
78 9
79 1 9
80 11
81 8
82 1 8
83 10
84 2 15
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教育職給料表(１)
級 １級 ２級 ３級 ４級

号給
人 人 人 人 

1 1
2
3
4
5 32
6 6
7
8 34
9 3
10 6
11
12 43
13 3
14 7
15 5
16 35
17 7
18 7
19 2
20 33
21 4
22 3
23 3 2
24 31
25 3 5 4
26 4 3
27 6 3
28 1 14 4
29 4 4 10
30 1 20 6
31 11 10
32 2 23 5
33 2 6 1
34 28 2
35 1 5
36 15 4
37 3 3 16
38 36
39 7
40 11
41 1 7
42 26
43 1 7
44 17
45 12
46 1 30
47 4
48 8
49 1 10
50 19
51 7
52 17
53 1 13
54 13
55 8 1
56 1 15
57 7 2
58 11
59 10 12
60 2 21 24
61 1 5 12
62 16 3
63 1 5 10
64 4 23 6
65 1 5 16
66 13 9
67 11 6
68 13 5
69 3 13 6
70 8 1
71 2 17 6
72 2 14
73 1 8 5
74 1 14 1
75 11 3
76 1 18
77 1 11 4
78 9
79 1 9
80 11
81 8
82 1 8
83 10
84 2 15

級 １級 ２級 ３級 ４級

号給

人 人 人 人
85 1 9
86 16
87 8
88 1 12
89 1 12
90 1 12
91 1 3
92 14
93 4 9
94 12
95 1 8
96 13
97 2 8
98 3 7
99 2 6
100 3 13
101 1 16
102 1 7
103 8
104 3 9
105 9
106 1 11
107 16
108 16
109 11
110 16
111 12
112 14
113 8
114 13
115 14
116 11
117 11
118 17
119 12
120 11
121 12
122 3
123 9
124 5
125 10
126 6
127 17
128 10
129 13
130 7
131 12
132 13
133 15
134 11
135 9
136 14
137 13
138 14
139 9
140 21
141 17
142 61
143 54
144 70
145 198
146
147
148
149
150
151
152
153

　計　 72 2,022 132 76

適用職員数  2,302人
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教育職給料表(２)
級 １級 ２級 ３級 ４級

号給
人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 106
18 10
19 2
20 116 1
21 6 21
22 13 45
23 5 39
24 147 29
25 10 2 5
26 25 9
27 1 5 14
28 95 21
29 2 7 27
30 31 3
31 3 7
32 88 13
33 2 7 9
34 45 4
35 3 3
36 79 15
37 7 3 31
38 58
39 12
40 31
41 1 6
42 59
43 4
44 50
45 1 17
46 52
47 14
48 61
49 1 17 1
50 52
51 4 1
52 32
53 2 13
54 41
55 15
56 44
57 21 11
58 63
59 14 1
60 50
61 10 1
62 47 1
63 16 3
64 34 3
65 30 17
66 45
67 10 2
68 59 6
69 22 8
70 55 10
71 14 6
72 46 10
73 15 7
74 44 36
75 15 12
76 49 9
77 17 18
78 33 16
79 23 15
80 33 24
81 16 11
82 22 15
83 24 9
84 40 26
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教育職給料表(２)
級 １級 ２級 ３級 ４級

号給
人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 106
18 10
19 2
20 116 1
21 6 21
22 13 45
23 5 39
24 147 29
25 10 2 5
26 25 9
27 1 5 14
28 95 21
29 2 7 27
30 31 3
31 3 7
32 88 13
33 2 7 9
34 45 4
35 3 3
36 79 15
37 7 3 31
38 58
39 12
40 31
41 1 6
42 59
43 4
44 50
45 1 17
46 52
47 14
48 61
49 1 17 1
50 52
51 4 1
52 32
53 2 13
54 41
55 15
56 44
57 21 11
58 63
59 14 1
60 50
61 10 1
62 47 1
63 16 3
64 34 3
65 30 17
66 45
67 10 2
68 59 6
69 22 8
70 55 10
71 14 6
72 46 10
73 15 7
74 44 36
75 15 12
76 49 9
77 17 18
78 33 16
79 23 15
80 33 24
81 16 11
82 22 15
83 24 9
84 40 26

級 １級 ２級 ３級 ４級

号給

人 人 人 人
85 22 10
86 30 6
87 17 3
88 29 21
89 11 2
90 19 2
91 28
92 27 6
93 17 12
94 32
95 27
96 33
97 18
98 32
99 12
100 28
101 15
102 25
103 20
104 27
105 13
106 30
107 19
108 41
109 27
110 38
111 17
112 22
113 21
114 17
115 18
116 19
117 9
118 29
119 16
120 23
121 15
122 17
123 12
124 18
125 15
126 25
127 19
128 8
129 22
130 18
131 17
132 15
133 14
134 15
135 11
136 11
137 14
138 8
139 16
140 11
141 15
142 8
143 5
144 16
145 13
146 10
147 7
148 21
149 16
150 28
151 26
152 36
153 36
154 41
155 34
156 43
157 213

　計　 78 3,921 313 296

適用職員数  4,608人
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研究職給料表
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5 7
6
7 2
8
9 1
10 1
11 1
12 3 1
13
14 1
15 2
16 1
17
18 5
19
20 2 2
21 1
22 5 1
23 4
24 1 2
25 2
26 4 3
27 1
28 1
29 1 1
30 4 2
31 1 5
32 1 3 7
33 1 2
34 2 2 1 2
35 1 1
36 1 1
37 1 4
38 1 2 2
39 2
40 2 2
41 1 1 3
42 1 1 1
43 2 1 1
44 2 1 1
45 1 2
46 1 2
47 1
48 1
49 1
50 1 2
51 2 1
52
53 4
54 1 1
55 1 1
56 2 1
57 1 1
58 3 2
59 1 1
60 1 2 1
61 1
62 2 5
63 2
64 1 1 1
65 1 4
66 2
67 1 2
68 2
69
70 2
71 2
72 1
73 3 16
74 1
75 1
76 1
77
78 2
79
80
81
82
83
84
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研究職給料表
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5 7
6
7 2
8
9 1
10 1
11 1
12 3 1
13
14 1
15 2
16 1
17
18 5
19
20 2 2
21 1
22 5 1
23 4
24 1 2
25 2
26 4 3
27 1
28 1
29 1 1
30 4 2
31 1 5
32 1 3 7
33 1 2
34 2 2 1 2
35 1 1
36 1 1
37 1 4
38 1 2 2
39 2
40 2 2
41 1 1 3
42 1 1 1
43 2 1 1
44 2 1 1
45 1 2
46 1 2
47 1
48 1
49 1
50 1 2
51 2 1
52
53 4
54 1 1
55 1 1
56 2 1
57 1 1
58 3 2
59 1 1
60 1 2 1
61 1
62 2 5
63 2
64 1 1 1
65 1 4
66 2
67 1 2
68 2
69
70 2
71 2
72 1
73 3 16
74 1
75 1
76 1
77
78 2
79
80
81
82
83
84

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給

人 人 人 人 人
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

　計　 49 75 53 41

適用職員数  218人
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医療職給料表(１)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5 1
6
7
8
9 1
10
11
12 6 4 5
13
14 1
15 3 4
16 1 7 1
17
18 1 7 3
19 2
20 1 1
21 5 6
22
23
24 7 6 1 3
25 3
26 3 5
27 5 4
28 9 2
29 3
30 3 1
31 3
32 1
33 2
34 4
35 2
36
37
38
39 1
40 2
41 2
42 1
43 1
44 1
45
46 2
47 7
48
49
50 5
51 1
52 5
53 2
54 2
55 1
56 2
57 1
58
59
60
61
62 2
63
64
65 2
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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医療職給料表(１)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5 1
6
7
8
9 1
10
11
12 6 4 5
13
14 1
15 3 4
16 1 7 1
17
18 1 7 3
19 2
20 1 1
21 5 6
22
23
24 7 6 1 3
25 3
26 3 5
27 5 4
28 9 2
29 3
30 3 1
31 3
32 1
33 2
34 4
35 2
36
37
38
39 1
40 2
41 2
42 1
43 1
44 1
45
46 2
47 7
48
49
50 5
51 1
52 5
53 2
54 2
55 1
56 2
57 1
58
59
60
61
62 2
63
64
65 2
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給

人 人 人 人 人
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

　計　 17 26 40 84

適用職員数  167人
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医療職給料表(２)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給
人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3 1
4
5 18
6 1
7 1
8 12
9 5 1
10
11 1
12 16
13
14
15 1
16
17 6
18 8
19 1
20 1 1
21 1 2 1
22 1 7
23 1
24 1 1 2
25 1 2 2
26 12 3 1
27 1 2 4
28 5 2
29
30 4 7
31 1 2
32 2 2 2 3
33 1 1
34 6 1 3 4
35 2 2 1
36 1 1 1 3
37 1 2
38 6 3 3 4
39 1 1
40 4 3 2 3
41 1 2
42 1 3 2 5
43 1 4 1
44 2 2 2
45 1 3 3 2
46 1 3
47 4
48 1 8
49 1
50 2 2
51 4 1
52 1 1
53 2
54 1 1
55 4
56
57 7 1
58 1
59 1 4
60 1 1
61 1
62
63
64 2
65 1
66 1
67 1
68
69 1
70 2
71
72 1
73 1
74
75
76 4
77
78 1
79 2
80 3
81 1
82 3
83 5
84 1



－ 37 －

医療職給料表(２)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給
人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3 1
4
5 18
6 1
7 1
8 12
9 5 1
10
11 1
12 16
13
14
15 1
16
17 6
18 8
19 1
20 1 1
21 1 2 1
22 1 7
23 1
24 1 1 2
25 1 2 2
26 12 3 1
27 1 2 4
28 5 2
29
30 4 7
31 1 2
32 2 2 2 3
33 1 1
34 6 1 3 4
35 2 2 1
36 1 1 1 3
37 1 2
38 6 3 3 4
39 1 1
40 4 3 2 3
41 1 2
42 1 3 2 5
43 1 4 1
44 2 2 2
45 1 3 3 2
46 1 3
47 4
48 1 8
49 1
50 2 2
51 4 1
52 1 1
53 2
54 1 1
55 4
56
57 7 1
58 1
59 1 4
60 1 1
61 1
62
63
64 2
65 1
66 1
67 1
68
69 1
70 2
71
72 1
73 1
74
75
76 4
77
78 1
79 2
80 3
81 1
82 3
83 5
84 1

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給

人 人 人 人 人 人 人
85 3
86
87 3
88 2
89 1
90 1
91
92
93 19
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

　計　 4 130 44 24 127 21 7

適用職員数  357人



－ 38 －

医療職給料表(３)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給
人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5 8
6
7 1
8 9
9 3
10
11
12 18
13 24
14 1
15
16 48 1
17 4 1
18 1 22
19 1
20 41 8
21
22 2 6
23 2 1
24 8
25
26 32 6
27
28 2 7
29
30 20 1
31
32 1 3 5 2
33 1 1 2
34 15 15 4 10
35
36 2 4 4 4
37 1 1 1
38 16 10 4 3
39 1 1 7 2
40 6 2 5
41 1 1 1
42 8 12 2
43 1 1
44 3 4
45 1
46 9 3 2
47 2
48 6
49 4
50 5
51 1 8 1
52 1
53 1
54 2
55 5 1
56 3
57 5
58 1 1
59 5
60 1 1
61 8
62
63 2 1
64 3
65 2
66 1
67 4
68 2
69 2
70 1
71
72
73
74 1
75 9
76 2
77 6
78 4
79 4
80
81 2
82 2
83 4
84



－ 39 －

医療職給料表(３)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給
人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5 8
6
7 1
8 9
9 3
10
11
12 18
13 24
14 1
15
16 48 1
17 4 1
18 1 22
19 1
20 41 8
21
22 2 6
23 2 1
24 8
25
26 32 6
27
28 2 7
29
30 20 1
31
32 1 3 5 2
33 1 1 2
34 15 15 4 10
35
36 2 4 4 4
37 1 1 1
38 16 10 4 3
39 1 1 7 2
40 6 2 5
41 1 1 1
42 8 12 2
43 1 1
44 3 4
45 1
46 9 3 2
47 2
48 6
49 4
50 5
51 1 8 1
52 1
53 1
54 2
55 5 1
56 3
57 5
58 1 1
59 5
60 1 1
61 8
62
63 2 1
64 3
65 2
66 1
67 4
68 2
69 2
70 1
71
72
73
74 1
75 9
76 2
77 6
78 4
79 4
80
81 2
82 2
83 4
84

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給

人 人 人 人 人 人 人
85 3
86 3
87 2
88 4
89 1
90 7
91 2
92 6
93 21
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

　計　 252 111 55 195 9 1

適用職員数  623人



－ 40 －

技能労務職給料表
級 １級 ２級 ３級 ４級

号給
人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 1
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 1
78
79
80
81
82
83
84



－ 41 －

技能労務職給料表
級 １級 ２級 ３級 ４級

号給
人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 1
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 1
78
79
80
81
82
83
84

級 １級 ２級 ３級 ４級

号給

人 人 人 人
85
86
87
88
89
90 1
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 1
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

　計　 1 1 3

適用職員数  5人



－ 42 －

企業職給料表(１)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

号給
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 1
11
12 1
13
14 3 1
15 1
16 2 1
17 1
18 2
19
20 1 2
21 1
22 1 1
23 1 1
24 1
25
26 1 1
27 1 1
28 1
29 1
30 1
31 1 2
32 2 1 2
33 1 1
34 2
35 1 2
36 3
37 1
38 2
39
40 1
41
42 6
43
44 2
45
46 2 1
47
48 2
49
50 3 1
51 1
52 1
53 2
54 1
55
56 2
57 1 1
58 1
59 1
60 1
61
62
63 2 1 1
64 1
65 1
66 1
67 1 1
68 1
69 1
70
71 1 1
72 4
73
74 1 1 1
75
76 1
77 1 1
78
79
80 1
81 1
82
83
84

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

号給

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
85
86 3
87 1
88 1
89 1
90
91 1
92
93 1
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

　計　 9 18 34 13 21 13 3 1 1

 113人適用職員数



－ 43 －

企業職給料表(１)
級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

号給
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 1
11
12 1
13
14 3 1
15 1
16 2 1
17 1
18 2
19
20 1 2
21 1
22 1 1
23 1 1
24 1
25
26 1 1
27 1 1
28 1
29 1
30 1
31 1 2
32 2 1 2
33 1 1
34 2
35 1 2
36 3
37 1
38 2
39
40 1
41
42 6
43
44 2
45
46 2 1
47
48 2
49
50 3 1
51 1
52 1
53 2
54 1
55
56 2
57 1 1
58 1
59 1
60 1
61
62
63 2 1 1
64 1
65 1
66 1
67 1 1
68 1
69 1
70
71 1 1
72 4
73
74 1 1 1
75
76 1
77 1 1
78
79
80 1
81 1
82
83
84

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

号給

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
85
86 3
87 1
88 1
89 1
90
91 1
92
93 1
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

　計　 9 18 34 13 21 13 3 1 1

 113人適用職員数
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